
実
践
講
座 

第
十
六
回
目 

『
郡
中
制
法
①
』  

 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
二
年
二
月 

（
當
麻
家
文
書
D2-

５
） 

 
 
 
 
 
  

条
々
（
郡
中
制
法
） 

一
御
高
札
之
旨
謹
而
可
二

相
守
一

事 

一
追
々
布
告
す
る
趣
不
レ

可
二

違
背
一

事 

一
邪
宗
門
并
怪
異
之
宗
法 

 
 

堅
く
禁
之 

然
る
上
ハ
五
人
組 

 
 

互
に
穿
鑿
し
不
審
之
者 

 
 

有
レ

之
ハ
速
に
可
二

申
出
一 

若
緩
せ 

 
 

に
し
て
他
よ
り
於
二

洩
聞
一

ハ
五
人
組 

 
 

之
者
も
可
レ

為
二

越
度
一

事 

 
 

 

（
後
略
） 

[

読
み
下
し]

 
 

一
つ 

御
高
札
の
旨
謹
し
み
て
相
守
る
べ
き
事 

一
つ 

追
々
布
告
す
る
趣
違
背
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と 

一
つ 

邪
宗
門
並
び
に
怪
異
の
宗
法 

 
 
 

堅
く
こ
れ
を
禁
ず 

然
る
上
は
五
人
組 

 
 
 

互
い
に
穿
鑿

せ
ん
さ
く

し
不
審
の
者 

 
 
 

こ
れ
有
ら
ば
速
や
か
に
申
し
出 い

ず
べ
し 

も
し
緩
が
せ 

 
 
 

に
し
て
他
よ
り
洩
れ
聞
こ
ゆ
る
に
お
い
て
は 

五
人
組 

 
 
 

の
者
も
越
度

お

っ

と

た
る
べ
き
こ
と 

[

用
語] 



高
札
之
旨
…
慶
応
四(

１
８
６
８)

年
三
月
、
五
箇
条
の
誓
文
発
布
の
翌
日
に
太
政
官
か
ら
出
さ
れ

た
五
枚
の
立
て
札
『
五
榜
の
掲
示
』
。
五
倫
の
道
の
勧
め
、
徒
党
・
強
訴
・
逃
散
や
本

国
脱
走
の
禁
止
、
外
国
人
へ
の
加
害
の
禁
止
や
キ
リ
シ
タ
ン
の
禁
制
な
ど
、
江
戸
時
代

の
封
建
制
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。（
実
践
講
座
第
一
回
目
『
五

榜
の
掲
示
』
参
照
） 

追
々
布
告
す
る
趣
… 

 
 
 
 
 

こ
の
条
文
は
明
治
二
年
二
月
、
明
治
新
政
府
が
国
民
及
び
村
役
人
（
領
主
）
に
向
け 

 
 
 
 
 

て
公
布
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
太
政
官
は
「
太
政
官
布
告
」
、
明
治
政
府
は

「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
な
ど
を
発
布
す
る
。 

邪
宗
門
及
び
怪
異
の
宗
教
… 

 
 
 
 
 

キ
リ
ス
ト
教
及
び
そ
の
他
怪
し
い
宗
教
。 

五
人
組
… 

江
戸
時
代
、
地
方
の
農
村
に
て
最
寄
五
軒
を
組
み
合
わ
せ
た
小
団
体
。
連
帯
責
任
に
よ

る
隣
保
扶
助
と
監
察
を
兼
て
制
度
化
し
た
も
の
。
こ
れ
ら
村
民
の
遵
守
す
べ
き
諸
法

則
・
注
意
を
箇
条
書
き
に
し
た
も
の
を
「
五
人
組
帳
前
書
」
と
い
い
、
定
期
的
に
村
民

に
読
み
聞
か
せ
、
証
印
さ
せ
、
支
配
役
所
に
提
出
し
て
い
た
。 

越
度

お

っ

と

… 
 

落
ち
度
。
あ
や
ま
ち
。 

[

解
説] 

 

こ
れ
は
明
治
二
年
、
新
政
府
（
品
川
県
）
が
領
内
村
民
及
び
役
人
（
藩
主
）
に
向
け
て
公
布
し
た 

規
約
で
25

ケ
条
の
条
文
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
今
回
紹
介
し
た 

①
高
札
（
五
榜
の
掲
示
）
の
内
容
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

②
今
後
布
告
の
法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
。 



③
キ
リ
ス
ト
教
及
び
怪
し
い
宗
教
の
禁
止
。 

の
ほ
か
に
、 

・
農
業
を
怠
り
利
益
欲
し
さ
に
高
利
を
貪
っ
て
は
い
け
な
い
。 

・
偽
造
金
銀
・
人
身
売
買
・
博
打
・
捨
子
・
賄
賂
な
ど
の
禁
止
。 

・
社
寺
、
石
塔
、
供
養
塔
等
の
新
規
建
立
は
禁
止
。
ま
た
猥
り
に
出
家
し
な
い
こ
と
。 

・
秣
場
、
作
道
の
邪
魔
に
な
ら
ぬ
様
田
畑
の
新
開
に
心
が
け
る
べ
し
。 

・
御
用
人
馬
継
は
昼
夜
に
限
ら
ず
滞
り
な
く
務
め
る
こ
と
。 

・
巡
回
の
役
人
が
権
威
を
振
り
か
ざ
し
無
理
難
題
を
要
求
し
た
ら
訴
え
出
る
こ
と
。 

・
万
事
公
儀
で
決
め
る
こ
と
が
天
皇
統
治
の
基
本
で
あ
る
。 

な
ど
の
条
文
が
あ
り
、
末
文
の
「
天
皇
統
治
」
の
件
り
以
外
は
、
江
戸
時
代
の
「
五
人
組
前
書
」
を 

踏
襲
し
て
い
ま
す
。 

次
に
文
字
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
表
題
の

「
條
」
は
「
条
」
の
異
体
字
で
す
。

 

「
而
」 

は
「
謹
而

つ
つ
し
み
て

」「
兼
而

か

ね

て

」「
都
而

す

べ

て

」
「

そ
う
じ

惣
而

て
（
す
べ

」 て
）

「 べ

別

而

っ
し
て
（
わ
け

」 て
）

の
よ
う
に
、
接
続
詞
と
し
て
の
役
割
が
あ 

り
、
す
べ
て
「
…
て
」
と
読
み
ま
す
。

「
す
る
」
の

「
す
」
は
「
春
」（
変
体
仮
名
）
で 

す
。
「
す
」
は
「
春
」
の
他
に

「
寸
」、

「
須
」
、

「
数
」
な
ど
で
表
し
ま
す
。 

「
事
」
は
大
変
く
ず
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
形
が
一
般
的
で
す
。
こ
の
ま
ま
覚
え
ま
し
ょ
う
。 

「
并
」
は
（
な
ら
び
に
）
と
読
み
頻
出
語
句
で
す
。

「
尓
（
に
）
」、

「
之
（
の
）
」
、

「
毛
（
も
）
」
は
何
れ
も
頻
出
の
か
な
で
す
。

「
世
（
せ
）
」
は
「
を
」
に
近
似
し
て
い
ま
す
。
古

文
書
に
は
返
り
点
が
な
い
の
で
「
不
・
可
・
有
・
無
・
被
・
為
」
な
ど
の
字
が
出
た
ら
返
読
（
後
ろ

か
ら
読
む
）
く
せ
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
本
講
座
の
「
頻
出
の
返
読
文
字
を
覚
え
よ
う
」
で
解
説
が
あ

り
ま
す
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。 


